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９条連・近畿事務局共同代表 

佐々木昭示、菅野武男、舟山守夫殿 

 

９条連・近畿事務局の佐々木、舟山共同代表の発言に対する申し入れ 

    

ご苦労様です。日頃の地道な活動に敬意を表します。 

さて、９条連・近畿事務局にＪＲ東海労新幹線関西地本から参加させて頂いて

いる康乗より、１０月１６日の「共同代表・事務局会議」の報告を受け、新幹線

関西地本執行委員会として早急に対処する必要があると考え、１１月７日地本執

行委員会を開催しました。 

そこでの議論・確認に基づき以下の質問を致します。今後の９条連・近畿の活

動の在り方に重大な問題だと考えますので、よろしくお願いします。 

 

１．佐々木共同代表は、（康乗は、東海労がＪＲ総連から制裁を受ける事態に関

連し）「９条連に持ち込むことでないと言うが、既に事務局会議が出来ない状

態にある。」といった発言をされ、翌日のメールでも「康乗の最初の判断『参

加不可能』こそが正しかった。混乱を持ち込まないとは、唯一、それしかない。

東海は屈辱かもしれないが、それが自ら（東海労）が作り出した現実と自覚す

べき。１３日（９条連・近畿事務局会議）は出席を辞退する以外に総会（１２

月７日の９条連・近畿 2024 年総会）を開催するみちはない。」といった主張を

されています。 

 

２．また、舟山共同代表は、「（康乗は、）ＪＲ総連と９条連は関係ないと言うが、

ＪＲ総連からＪＲ東海労本部に『除名』処分が出されれば下部機関（康乗は、

間違えて『諮問機関』と記載している）である関西地本も『除名』となる。そ

うなれば賛助団体としての関西地本も９条連から『除名』となる。大変な事態

だ。そうなれば俺も責任をとって辞めなければという思いだ。それだけ事態は

深刻という事を康乗はわかっていない。」といった主張をされています。 

 

３．以上のような佐々木、舟山共同代表の主張は、東海労がＪＲ総連から「除名

される事態」、あるいは、それと関連し東海労組合員がＪＲ総連近畿地協議長

である津崎さんを「名誉毀損で裁判に訴える事態」との関係で、「東海労新幹

線関西地本は９条連・近畿（事務局会議）に参加すべきでない。参加すること

を認めない。」との主張と受け取れます。 

  しかし、９条連はＪＲ総連とは別組織・別団体であり（もちろん、密接な関

連団体ではありますが）、“憲法改悪を許さない”ことを共通の目的として「特
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定の政党や党派に左右されることなく、思想・信条や宗教上の違いを超えて」

共に活動する大衆団体だと認識しています。（したがって、たとえばＪＲ連合

系の組織・団体や個人が参加することも、当然認め受け容れるべきだと考えま

す。） 

 

４．ＪＲ東海労新幹線関西地本は、以上のような観点から言って、もし本当に、

佐々木、舟山共同代表がそのような発言をされているとしたら誤りであり、到

底受け容れることは出来ません。したがって、９条連・近畿（事務局会議）へ

のＪＲ東海労新幹線関西地本の参加を認めるのか認めないのか、明確な見解を

求めます。 

 

以上、上記に対し、勝手でありますが１１月２０日までに書面にてご回答頂き

ますようお願いします。したがって、康乗、笹田は勝手ながら１１月１３日の事

務局会議への参加は見合わせさせて頂きます。 

以上 

 

２０２４年１１月１０日 

ＪＲ東海労働組合新幹線関西地本執行委員会 

 

 

 

 追記、 参考のため、１１月７日の地本執行委員会のレジュメに添付した資料

『「９条連・近畿事務局会議」の経過』を同封します。 

 


